
① 賛助会員 法人会員　：　１口　５万円

個人会員　：　１口　１万円 

② 特典

③ ご入会方法

④ 優遇税制について

・個人会員 寄附金控除の適用を受けることができます。

　寄附金額（注1）－2,000円＝寄付金控除額

　（注1）総所得金額等の 40％相当額が限度

・法人会員

　※優遇税制について、詳しくは最寄りの税務署等へお問い合わせください。

　＜お問い合わせ＞

　　　公益財団法人伊藤医薬学術交流財団　事務局

　　　〒060-0006　札幌市中央区北6条西16丁目1番地5　ほくたけビル8階

　　　TEL　011-699-5681 ／　FAX 011-699-5683　　　E-mail　info@ito-zaidan.jp

法人税について、通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認
められます。

公益財団法人伊藤医薬学術交流財団

当財団が作成する刊行物等を、原則として無償でご提供させて頂きます。財団が主
催する講演会等にご招待いたします。

　当財団は、北海道における医学、薬学、保健学、医用工学等の医薬の分野に関する調査研究を奨励す

るとともに、各分野に関する学術交流の機会に助成を行うことにより、学術の振興及び道民の保健衛生の向

上に寄与することを目的として平成6年に設立され、平成22年に公益財団法人へ移行いたしました。毎年多く

の研究者の皆様に、海外留学、学会出席等の費用の助成、海外研究者の招へいにかかる旅費等の助成、

学会、講演会の企画にかかる費用の助成を実施し、2018年度からは北海道において、優れた実績を残された

方にその栄をたたえて「伊藤太郎学術賞」をお贈りしております。

　これからも微力ながら若い研究者の皆様への支援を一層充実させ、北海道における生命健康分野の向

上に寄与してまいりたいと考えております。ぜひ、当財団賛助会員としてのご入会をお願い致したくご案内申し上

げます。

賛助会員入会のご案内

別添のお申込書に必要事項をご記入の上、伊藤財団事務局まで郵送、Eメール、
FAXにてお送りください。ご入会決定後請求書をご送付申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　島 本　和 明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公益財団法人 伊藤医薬学術交流財団


